
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号

あ
へ
ん
の
売
渡
価
格
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

あ
へ
ん
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
売
渡
価
格
は
、
あ
へ
ん
に
含
ま
れ
る
モ
ル
ヒ
ネ
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
十
一
万
二
千
円
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
八
月
二
三
日
政
令
第
二
五
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
四
日
政
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
二
七
日
政
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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